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令和４～７年度 三重県・市町・四日市港管理組合共同入札参加資格審査申請書 

提出要領（建設工事、測量・建設コンサルタント等）随時新規用  

 

 三重県・市町・四日市港管理組合では、建設工事、測量・建設コンサルタント等における入札参加資格審

査の受付を共同で実施しています。共同受付参加団体へ入札参加資格の登録を希望する者は、競争入札参加

資格審査申請書(標準様式)記載要領（以下、「標準様式記載要領」という。）を参照の上、本提出要領に基づ

き、申請してください。 

 

１．入札参加資格審査申請共同受付の概要 

（１）共同受付参加団体について 

 下記の団体では、共同で入札参加資格審査申請の受付を実施しています。なお、熊野市は共同受付に参加

していませんので直接確認ください。 

【共同受付参加団体：３０団体】 

三重県・津市・四日市市・伊勢市(※１)・松阪市(※１)・桑名市・鈴鹿市・名張市・尾鷲市・ 

亀山市・鳥羽市・いなべ市・志摩市・伊賀市・木曽岬町・東員町・菰野町・朝日町・川越町・ 

多気町・明和町・大台町・玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町・紀北町・御浜町・紀宝町・ 

四日市港管理組合 

※四日市港管理組合に申請する場合は、三重県への登録が必要です。 

※個別に手続きが必要な団体：熊野市 

※１：伊勢市、松阪市については、令和５年７月から共同受付を開始しています。初めて入札参加資格申

請を共同受付で受ける者は当要領（随時新規用）により申請を行い、既に共同受付団体に登録して共同化

統一コードのある者は変更手続要領により伊勢市、松阪市を追加する変更手続を行う必要があるのでご注

意ください。 

（２）共同受付の対象外の申請者について  

 共同企業体（ＪＶ）の入札参加資格審査申請は、共同受付の対象外となりますので、申請の取り扱いにつ

いては、各共同受付参加団体（Ｐ１６共同受付参加団体一覧表参照）に個別に問い合せてください。 

 

２．入札参加資格申請者の要件 

共同受付による入札参加資格審査申請者は、以下の要件を満たしている必要があります。 

なお、申請後に要件を満たさなくなった場合は、変更手続要領に基づき登録抹消の手続きをしてくださ

い。 

（１） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に該当しない者。 

 

（抜粋）地方自治法施行令 

（一般競争入札の参加者の資格） 
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第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各 

号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第一項 

各号に掲げる者 

 

（２）申請を希望する各共同受付参加団体に対して、下記未納の徴収金（徴収猶予に係るものを除く。）が

ないこと。 

① 三重県に申請する場合 

ア 三重県内に本店、支店、営業所等を有する者にあっては、すべての三重県税 

イ 消費税及び地方消費税 

② 市町に申請する場合 

ア 登録を希望する三重県内の本店又は委任先となる支店若しくは営業所等の所在地における市町税 

イ 法人税（個人にあっては申告所得税）並びに消費税及び地方消費税 

③ 四日市港管理組合に申請する場合 

ア 三重県内に本店、支店、営業所等を有する者にあっては、すべての三重県税 

イ 四日市市内に本店、支店、営業所等を有する者にあっては、すべての四日市市税 

ウ 消費税及び地方消費税 

（３）経営が健全であり、契約の履行が確実であると認められること。 

（４）建設工事にあっては、建設業法（昭和24年法律第100号）第3条第1項の規定による建設業許可及び、

同法第27条の23第１項の規定による経営事項審査を受けていること。 

なお、入札（見積）、契約等に関する権限を、支店若しくは営業所等に委任する場合には、その支

店若しくは営業所等において必要な建設業許可等を有していること。 

（５）建設工事にあっては、健康保険法（大正11年法律第70号）第48条、厚生年金保険法（昭和29年法律第 

115号）第27条及び雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の各規定による届け出（当該届出を行う

義務がない者を除く。）を行っていること（「届け出を行っていること」については、最新の経営規

模等評価結果通知書・総合評定値通知書における社会保険等加入の有無欄により確認。）。 

（６）測量にあっては、測量法（昭和24年法律第188号）第55条第1項の規定による登録を受けていること。 

（７）建築設計にあっては、建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第1項の規定による登録を受けている 

こと（但し、暖冷房、衛生、電気、機械設備積算、電気設備積算、調査の部門を希望する場合はこの限 

りではない）。 

（８）不動産鑑定にあっては、不動産の鑑定評価に関する法律（昭和38年法律第152号）第22条第1項の規定 

による登録を受けていること。 

（９）不動産登記手続にあっては、土地家屋調査士法（昭和25年法律第228号）第8条第1項の規定による登

録又は司法書士法（昭和25年法律第197号）第8条第1項による登録を受けていること、若しくはこれら

の法律により設立を認められている者であること。 

 

３．入札参加資格審査の申請について  

（１）入札参加資格審査申請書について  

  総務省が策定した標準様式のほか、別紙「追加項目等一覧」のとおり当共同受付独自の追加項目等があ

りますので、本要領の「共通添付書類等一覧」（Ｐ９～１２）を参照のうえ、必要な書類を提出してくださ

い。（様式は三重県のホームページ（Ｐ１６）からダウンロードできます。） 

（２）申請にあたっての注意事項 

 ① 登録申請先について                    
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申請にあたっては、支店等単位ではなく、本店

でとりまとめるなどして、「１申請者・１入札参加

資格審査申請書」で申請するようお願いします。

複数の参加団体に申請する場合、参加団体ごとに

異なる支店等で申請することはできますが、一つ

の団体に対して、複数の支店等を申請することは

できませんので注意してください。（右図参照） 

 

② 本店又は支店等の登録申請について 

30 団体で共同受付を実施しており、登録を希望する団体毎に対する申請情報を確認する必要があります

ので、登録したい本店又は支店等ごとに、第Ａ－２号（建設工事用）、第Ｂ－２号（測量・建設コンサルタ

ント等用）様式を作成して、申請してください。 

③ 控え（コピー）について 

  申請内容や申請に必要な共通添付書類の不足等で、問い合わせをすることがありますので、申請いただ

く全ての書類の写しを作成し、保管するようにしてください。 

④ 誤字、脱字等の取扱いについて 

申請していただいた各項目のうち、明白かつ軽微な誤字、脱字等の不備については、補正をさせていた

だくことがあります。 

また、会社名、個人名等の文字が登録システム上変換できない場合については、対応可能な文字に置き

換えさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。 

 ⑤ 四日市港管理組合への申請について 

四日市港管理組合に申請する場合は、あわせて三重県への登録が必要となります。 

 

４．受付期間及び申請方法 

（１）受付期間 

随時受付を行います。ただし、受付後の名簿登載時期については、各共同受付参加団体で異なります

ので注意してください。（Ｐ５～８の「６．名簿に登載される時期について」参照） 

（２）申請方法（郵送又は電子申請による方法とします。） 

［郵送による方法］ 

① 申請書類 

   共通添付書類等一覧（Ｐ９～１２）を参照のうえ、必要な書類を提出してください。 

② 郵送先（共通添付書類のみ） 

〒５１４－０００２ 三重県津市島崎町５６番地  

（公財）三重県建設技術センター 入札参加資格登録共同受付 担当 

ＴＥＬ：０５９－２２９－５６１０ ＦＡＸ：０５９－２２９－５６１９ 

③ 申請にあたっての注意事項 

ア Ａ４版フラットファイルでの提出 

共通添付書類については、建設工事、測量・建設コンサルタント等ともに「共通添付書類等一覧」

の番号順に、Ａ４版フラットファイル（２つ穴）に綴じて提出してください（建設工事については、

青色系のフラットファイル、測量・建設コンサルタント等についてはピンク系のフラットファイルを

使用してください）。 

   なお、郵送する封筒の右下、フラットファイルの表紙及び背表紙に必ず業者名を記入するようお願

いします。また、封筒及びフラットファイルの表紙に必ず「令和４～７年度名簿登載希望」と朱書き

をしてください。 

イ 共通添付書類への会社名の記入 

    共通添付書類のうち、様式第Ａ－２号（建設工事用）、第Ｂ－２号（測量・建設コンサルタント等用）

については、各様式の右下に「会社名」を記入する欄がありますので、記入漏れがないよう注意して

ください。 

○○(株)
三重県

津支店
津市

四日市市
四日市支店

鈴鹿市

申請可
どちらか一方のみ
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【共通添付書類の提出方法】 

 

 

 

・建設工事（青色系）    ・測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等（ﾋﾟﾝｸ系） ・郵送する封筒（任意で用意ください） 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［電子申請による方法］ 

① 受付 URL https://logoform.jp/form/8vMX/r4_7zuijisinki 

② 電子申請の注意事項 

ア 建設工事、測量・建設コンサルタント等とも同じ URL です。両方を申請する場合は、それぞれ申請

を行ってください。 

イ 申請にはインターネットに接続できるパソコンと連絡用のメールアドレスが必要です。 

ウ 申請に使用するパソコンの推奨 OS は Windows10 以降、推奨ブラウザーは Google Chrome、Microsoft 

Edge 又は Mozilla Firefox の最新版です。OS とブラウザーが推奨環境以外の動作やメーカーのサポ

ートが終了した後の動作は保証しません。 

③ 電子申請の方法 

ア ①の URL をクリックして、メールアドレス登録とメール認証をしてください。 

イ メール認証完了の連絡と申請用 URL がメールアドレスに届きます。なお、メールが届かないときは

メールアドレスの入力間違いの可能性があります。再度やり直してください。 

ウ 申請用 URL をクリックし申請画面から申請者名、連絡用電話番号を入力し、「郵送による方法」①の

申請書類のファイル化したものを ZIP ファイルに圧縮、添付して画面を進み送信してください。受付

できるファイルの種類は、申請書、添付書類ともに原則 PDF（申請書は Excel,Word も可）です。使用

印鑑届、委任状兼使用印鑑届は PDF での提出を認めますが、確認の必要があり提示・提出を求めるこ

とがありますので原本を保管してください。 

エ 送信完了後、メールアドレスに受付番号が届きます。送信先は「郵送による方法」②「郵送先」と

同じ（公財）三重県建設技術センター 入札参加資格登録共同受付 担当です。問い合わせには受付

番号が必要ですので、名簿登録が確認できるまでは保管してください。 

（３）個別の必要添付書類 

  共同受付参加団体個別の必要添付書類（Ｐ１４～１５参照）は、申請が郵送、電子申請のいずれの場合

もＰ１６の共同受付参加団体一覧表を参考にして、直接、各団体へ送付してください。 

（４）申請書類の審査 

審査の結果、書類に不備・不足があった場合は、（公財）三重県建設技術センターより連絡がありますの

で、指示に従って下さい。 

５．名簿登録後の手続きについて 

 登録内容に変更が生じた場合は、別で定める変更手続要領に基づき随時変更申請をしてください。 

 また、建設工事においては、経営事項審査を受審し、審査結果が出ましたら速やかに経営規模等評価結果 

通知書・総合評定値通知書（写）を（公財）三重県建設技術センターへ提出してください。 

  

 

 

●
△
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト 

 

●△ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

○
○
建
設 

 

○○建設 

①共通添付書類送付票 
「共通添付書類等一覧」（Ｐ９～１２）

の番号順に並べてフラットファイル

へ綴じてください。 

 

(あて先) 

〒514-0002 

三重県津市島崎町 56 番地 

(公財)三重県建設技術センター内 

入札参加資格登録共同受付担当  

○○建設 

●△ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

令和４～７年度名簿登載希望 

令和４～７年度名簿登載希望 

令和４～７年度名簿登載希望 
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６．名簿に登載される時期について 

随時新規申請により申請内容の審査が完了したものについて、名簿に登載される時期は各団体において下

記のとおり異なりますので、十分に確認のうえ、申請してください。 

  

【名簿に登載される時期】 

共同受付団体名 名簿登載時期 備 考 

三重県 

8 月 1 日 

11 月 1 日 

2 月 1 日 

5 月 1 日 

8 月 1 日登録（4 月 1 日～6 月末日審査完了分） 

11 月 1 日登録（7 月 1 日～9 月末日審査完了分） 

2 月 1 日登録（10 月 1 日～12 月末日審査完了分） 

5 月 1 日登録（1 月 1 日～3 月末日審査完了分） 

ただし、末日が三重県の休日を定める条例第１条に規定する休

日（日曜日、土曜日、祝祭日等）にあたるときは、これらの日

の翌日をその期限とみなします。 

津市 

10 月 1 日 

6 月 1 日 

10 月 1 日登録（4 月 1 日～8 月末日審査完了分） 

6 月 1 日登録（9 月 1 日～3 月末日審査完了分） 

（末日が土日祝休日の場合は、直前の平日） 

四日市市 

6 月 1 日 

9 月 1 日 

12 月 1 日 

3 月 1 日 

6 月 1 日登録（2 月 1 日～4 月末日審査完了分） 

9 月 1 日登録（5 月 1 日～7 月末日審査完了分） 

12 月 1 日登録（8 月 1 日～10 月末日審査完了分） 

3 月 1 日登録（11 月 1 日～1 月末日審査完了分） 

※ただし、末日が四日市市の休日を定める条例第１条に規定す

る休日（日曜日、土曜日、祝祭日等）にあたるときは、これら

の日の前日をその期限とみなします。 

伊勢市 毎月 1 日 

毎月 10 日までの審査完了分を翌月１日に登録 

ただし、10 日が伊勢市の休日を定める条例第１条に規定する

休日（日曜日、土曜日、祝祭日等）にあたるときは、これらの

日の前日をその期限とみなします。 

※伊勢市が指定する個別書類の提出が必要な方は、上記期限の

ほか別に期限を定める必要書類の審査完了が必要です。 

松阪市 毎月 1 日 

毎月 10 日までの審査完了分を翌月１日に登録 

ただし、10 日が松阪市の休日を定める条例第１条に規定する

休日（日曜日、土曜日、祝祭日等）にあたるときは、これらの

日の前日をその期限とみなします。 

※松阪市が指定する個別書類の審査完了が必要になります。 

※令和５年度において松阪市に登録のある方は個別書類の提

出は不要です。 

桑名市 審査完了日の翌々月 1 日 
毎月末日までの審査完了分を翌々月 1 日に登録 

（末日が土、日、祝日の場合は、その翌日を期限とみなします。） 
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共同受付団体名 名簿登載時期 備 考 

鈴鹿市 

7 月 1 日 

11 月 1 日 

3 月 1 日 

7 月 1 日登録（2 月 1 日～5 月末日の審査完了分） 

11 月 1 日登録（6 月 1 日～9 月末日審査完了分） 

3 月 1 日登録（10 月１日～1 月末日審査完了分） 

（末日が土日祝祭日の場合は、直前の平日） 

名張市 毎月 1 日 
毎月 20 日までの審査完了分を翌月 1 日に登録 

（20 日が土、日、祝日の場合は、直前の平日） 

尾鷲市 随時  

亀山市 随時  

鳥羽市 毎月 1 日 

毎月 20 日までの審査完了分を翌月 1 日に登録 

ただし、基準日である 20 日が鳥羽市の休日を定める条例第１

条に規定する休日（日曜日、土曜日、祝日等）にあたるときは、

これらの日の翌日をその期限とみなします。 

いなべ市 毎月 15 日 
毎月末日までの審査完了分を翌月 15 日に登録 

（末日及び 15 日が土日祝日の場合は、直前の平日） 

志摩市 
審査完了日 

の翌月 1 日 

毎月末日までの審査完了分を翌月１日に登録 

ただし、末日が志摩市の休日を定める条例第１条に規定する休

日（日曜日、土曜日、祝祭日等）にあたるときは、これらの日

の前日をその期限とみなします。 

伊賀市 審査完了日の翌月１日 毎月月末までの審査完了分を翌月１日に登録 

木曽岬町 随時  

東員町 随時  

菰野町 

9 月 1 日 

 

12 月 1 日 

3 月 1 日 

6 月 1 日 

9 月 1 日登録（5 月 1 日～7 月末日審査完了分） 

※令和４年のみ、4 月 1 日～7 月末日審査完了分とする。 

12 月 1 日登録（8 月 1 日～10 月末日審査完了分） 

3 月 1 日登録（11 月 1 日～1 月末日審査完了分） 

6 月 1 日登録（2 月 1 日～4 月末日審査完了分） 

ただし、末日が菰野町の休日を定める条例第１条に規定する休

日（日曜日、土曜日、祝日等）にあたるときは、これらの日の

前日をその期限とみなします。 

朝日町 随時 
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共同受付団体名 名簿登載時期 備 考 

川越町 

6 月 1 日 

9 月 1 日 

12 月 1 日 

3 月 1 日 

6 月 1 日登録（2 月 1 日～4 月末日審査完了分） 

9 月 1 日登録（5 月 1 日～7 月末日審査完了分） 

12 月 1 日登録（8 月 1 日～10 月末日審査完了分） 

3 月 1 日登録（11 月 1 日～1 月末日審査完了分） 

ただし、末日が川越町の休日を定める条例第１条に規定する休

日(日曜日、土曜日、祝日等)にあたるときは、これらの日の前

日をその期限とみなします。 

多気町 随時  

明和町 随時  

大台町 

8 月 1 日 

11 月 1 日 

2 月 1 日 

5 月 1 日 

8 月 1 日登録（4 月 1 日～6 月末日審査完了分） 

11 月 1 日登録（7 月 1 日～9 月末日審査完了分） 

2 月 1 日登録（10 月 1 日～12 月末日審査完了分） 

5 月 1 日登録（1 月 1 日～3 月末日審査完了分） 

ただし、末日が大台町の休日を定める条例第１条に規定する休

日（日曜日、土曜日、祝祭日等）にあたるときは、これらの日

の翌日をその期限とみなします。 

玉城町 随時  

度会町 随時 登録データ受領後、確認しだい登録。 

大紀町 随時  

南伊勢町 

6 月 1 日 

12 月 1 日 

6 月 1 日登録（10 月 1 日～3 月 31 日審査完了分） 

12 月 1 日登録（4 月 1 日～9 月 30 日審査完了分） 

ただし、末日が南伊勢町の休日を定める条例第 1 条に規定する

休日にあたるときは、これらの日の翌日をその期限とみなしま

す。 

紀北町 

8 月 1 日 

11 月 1 日 

2 月 1 日 

5 月 1 日 

8 月 1 日登録（ 4 月 1 日～ 6 月末審査完了分） 

11 月 1 日登録（ 7 月 1 日～9 月末審査完了分） 

2 月 1 日登録（10 月 1 日～12 月末審査完了分） 

5 月 1 日登録（ 1 月 1 日～ 3 月末審査完了分） 

※ただし、末日が紀北町の休日を定める条例第１条に規定する

休日（日曜日、土曜日、祝日等）にあたるときは、これらの日

の前日をその期限とみなします。 

※ただし、発注標準に基づく町内業者の格付けについては、受

付の翌年度の 6 月に行う。 

御浜町 随時  

紀宝町 随時 
（公財）三重県建設技術センターからのデータを受領後、確認

しだい登録。 
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共同受付団体名 名簿登載時期 備 考 

四日市港管理組

合 

8 月 1 日 

11 月 1 日 

2 月 1 日 

5 月 1 日 

8 月 1 日登録（4 月 1 日～6 月末日審査完了分） 

11 月 1 日登録（7 月 1 日～9 月末日審査完了分） 

2 月 1 日登録（10 月 1 日～12 月末日審査完了分） 

5 月 1 日登録（1 月 1 日～3 月末日審査完了分） 

ただし、末日が四日市港管理組合の休日を定める条例第１条に

規定する休日（日曜日、土曜日、祝祭日等）にあたるときは、

これらの日の翌日をその期限とみなします。 

 

※「審査完了分」については、（公財）三重県建設技術センターの受付審査が完了した分とします。 

審査は通常３日あれば完了しますが、不備等があり確認に時間を要することがありますので名簿への登載をお

急ぎの場合は余裕を持って申請してください。この３日は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日までの開庁

日での日数とします。 
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共通添付書類等一覧（建設工事）  

送付先（郵送と電子申請）：（公財）三重県建設技術センター 

書 類 名 様式／発行 部数等 備  考 

①共通添付書類送付票 

（建設工事用） 

－ 

 
１部 

（追加項目等一覧②６） 

②一般競争（指名競争）参加

資格審査申請書 
様式１ １部 

(1)建設工事に係る入札参加資格審査申請【標準様式】 

（「標準様式記載要領」参照） 

③申請先団体毎の申請情報 第Ａ－２号 
登録を希望する本店又は支店等ごとに必ず作成してください。 

（追加項目等一覧①１） 

④登記事項証明書又は身分証明書 

（申請日以前３ヶ月以内の 

証明日のものに限ります） 

(1)所轄法務局 

(2)市町村（本籍地） 

１部 

(コピー

可) 

(1)法人：履歴事項全部証明書 

(2)個人：市区町村長（本籍地）が発行する身分証明書 

（追加項目等一覧②１） 

⑤納税証明書 

（申請日以前３ヶ月以内の 

証明日のものに限ります） 

(1)国税に係る 

納税証明書 

（所轄税務署） 

 

 

(2)三重県税の 

納税確認書 

（県税事務所） 

 

 

(3)市町税完納証明

書等（各市町） 

※新規に本店又は支

店等を開設した場合

は法人市民税等の

（事務所）開設届を

添付してください。 

各 1 部 

(コピー

可) 

【三重県に申請する場合】 

（1）国税に係る納税証明書 

「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明書（その３） 

（法人：その３の３、個人:その３の２）の添付でも構いません。 

（2）三重県税の納税確認書 

※（2）については、三重県内に本店又は支店等を有し、三重県税の 

納税義務がある場合のみ添付してください。 

（「標準様式記載要領」添付資料） 

【市町に申請する場合】 

（1）国税に係る納税証明書 

法人：「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額の 

ない証明書（その３の３） 

個人：「申告所得税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税 

額のない証明書（その３の２） 

（3）市町税完納証明書（本店又は支店等の所在地における完納証明書） 

※（3）については、申請をする本店又は支店等が三重県内に所在する 

場合のみ所在地における市町税の完納証明書を添付してください。 

（「標準様式記載要領」添付資料） 

【三重県及び市町に申請する場合】 

（1）国税に係る納税証明書 

法人：「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額の 

ない証明書（その３の３） 

個人：「申告所得税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税 

額のない証明書（その３の２） 

（2）三重県税の納税確認書 

（3）市町税完納証明書（本店又は支店等の所在地における完納証明書） 

※（2）については、三重県内に本店又は支店等を有し、三重県税の 

納税義務がある場合のみ添付してください。 

※（3）については、申請をする本店又は支店等が三重県内に所在する 

場合のみ所在地における市町税の完納証明書を添付してください。 

（「標準様式記載要領」添付資料） 

【四日市港管理組合に申請す

る場合】三重県への登録が必要

です。 

【三重県に申請する場合】と同様の納税証明書を添付してください。

なお、四日市市内に本店又は支店等を有する場合は、四日市市税の

完納証明書を添付してください。 

（「標準様式記載要領」添付資料） 

 
  



 - 10 - 

書 類 名 様式／発行 部数等 備  考 

⑥建設業許可証明書 

又は建設業許可通知書

（写）及び建設業許可申請時

に提出した「別紙二（1） 営

業所一覧表（新規許可等）

（写）」又は「別紙二（2）営

業所一覧表（更新）（写）」 

各地方整備局 

又は都道府県 

1 部 

(コピー

可) 

建設業法第３条の規定による許可を受けていることを証明する

許可証明書、許可通知書の写し等。許可更新中の場合は、手続き

中であることが確認できる書類を添付してください。 

※許可のある営業所であることを確認するため、建設業許可申

請時に提出する「営業所一覧表」を添付してください。 

（追加項目等一覧②２） 

⑦経営規模等評価結果通知

書・総合評定値通知書の

写 
－ 

1 部 

(コピー

可) 

申請時において有効期限内（審査基準日から１年７ヶ月以内）で最

新のものを添付してください。 

※当該書類により社会保険等の加入確認をします。当該書類におい

て社会保険等への加入が確認できない場合は、申請を受け付けるこ

とができませんのでご注意ください。 

（「標準様式記載要領」添付資料） 

⑧印鑑（登録）証明書 

（申請日以前３ヶ月以内の 

証明日のものに限ります） 

(1)所轄法務局 

(2)市町村 

１部 

(コピー

可) 

(1)法人：所轄法務局の発行する印鑑証明書 

(2)個人：市町村長の発行する印鑑（登録）証明書 

（追加項目等一覧②３） 

⑨使用印鑑届（本店登録用） 

第Ａ－３号 １部 

本店で登録申請する場合に使用してください。 

（追加項目等一覧①２） 

※電子申請の場合は、押印した原本をスキャンし PDF ファイルで添

付してください。 

⑩委任状兼使用印鑑届 

（委任先がある場合のみ使用

してください） 

第Ａ－４号 

委任する

支店等ご

とに提出 

委任状部分：委任者欄の押印は印鑑証明のある印鑑（実印）を押

印してください。 

使用印鑑部分：入札、契約等の際に受任者が使用する印鑑を使用

印欄に押印してください。 

（追加項目等一覧①３） 

※電子申請の場合は、押印した原本をスキャンし PDF ファイルで添

付してください。 

⑪ＩＳＯ14001 認証書(写) 

ＩＳＯ9000s 認証書(写) 各認証機関 

1 部 

(コピー

可) 

ＩＳＯ14001又はＩＳＯ9000sを認証取得している場合は認証書

及び附属書を添付してください。（認証取得していない場合は不

要です。） （追加項目等一覧②４） 

⑫建設業退職金共済事業 

加入・履行証明書(写)  建退共各支部指定

様式 

１部 

( コ ピ ー

可) 

建退共に加入している場合は、直近に発行された加入・履行証明

書を添付してください。（加入していない場合は不要です。） 

※受注状況等により、加入・履行証明書が発行されない場合に限

り契約者証の写しでも可とします。 （追加項目等一覧②５） 

注：上表の「部数等」の項目に「コピー可」と表記している書類は、当該提出書類原本の写しをもって提出していただくこと

が可能です。ただし、写しにより内容が不鮮明な書類等で書類の内容が確認できないものは、受け付けることができません

のでご注意ください。 
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共通添付書類等一覧（測量・建設コンサルタント等） 

送付先（郵送と電子申請）：（公財）三重県建設技術センター 

書 類 名 様式／発行 部数等 備  考 

①共通添付書類送付票（測量・

建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等用） 

－ 

 
１部 

（追加項目等一覧②６） 

②一般競争（指名競争）参加資

格審査申請書 
様式１ １部 

(2)測量・建設コンサルタント等に係る入札参加資格審査申請 

【標準様式】（「標準様式記載要領」参照） 

③申請先団体毎の申請情報 第Ｂ－２号 
登録を希望する本店又は支店等ごとに必ず作成してください。 
（追加項目等一覧①１） 

④登記事項証明書又は身分証明書 

（申請日以前３ヶ月以内の 

証明日のものに限ります） 

(1)所轄法務局 

(2)市町村（本籍地） 

１部 

(コピー可) 

(1)法人：履歴事項全部証明書 

(2)個人：市区町村長（本籍地）が発行する身分証明書 
（「標準様式記載要領」添付資料、追加項目等一覧②１） 

⑤納税証明書 

（申請日以前３ヶ月以内の 

証明日のものに限ります） 

(1)国税に係る 

納税証明書 

（所轄税務署） 

 

 

(2)三重県税の 

納税確認書 

（県税事務所） 

 

 

(3)市町税完納証明書

等（各市町） 

※新規に本店又は支店等

を開設した場合は法人市

民税等の（事務所）開設届

を添付してください。 

各 1 部 

(コピー可) 

【三重県に申請する場合】 

（1）国税に係る納税証明書 

「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明書（その３） 

（法人：その３の３、個人:その３の２）の添付でも構いません。 

（2）三重県税の納税確認書 

※（2）については、三重県内に本店又は支店等を有し、三重県税の 

納税義務がある場合のみ添付してください。 

（「標準様式記載要領」添付資料） 

【市町に申請する場合】 

（1）国税に係る納税証明書 

法人：「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額の 

ない証明書（その３の３） 

個人：「申告所得税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税 

額のない証明書（その３の２） 

（3）市町税完納証明書（本店又は支店等の所在地における完納証明書） 

※（3）については、申請をする本店又は支店等が三重県内に所在する

場合のみ所在地における市町税の完納証明書を添付してください。 

（「標準様式記載要領」添付資料） 

【三重県及び市町に申請する場合】 

（1）国税に係る納税証明書 

法人：「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額の 

ない証明書（その３の３） 

個人：「申告所得税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税 

額のない証明書（その３の２） 

（2）三重県税の納税確認書 

（3）市町税完納証明書（本店又は支店等の所在地における完納証明書） 

※（2）については、三重県内に本店又は支店等を有し、三重県税の 

納税義務がある場合のみ添付してください。 

※（3）については、申請をする本店又は支店等が三重県内に所在する 

場合のみ所在地における市町税の完納証明書を添付してください。 

（「標準様式記載要領」添付資料） 

 

【四日市港管理組合に申請する場

合】三重県への登録が必要です。 

 

【三重県に申請する場合】と同様の納税証明書を添付してください。

なお、四日市市内に本店又は支店等を有する場合は、四日市市税の完

納証明書を添付してください。 

（「標準様式記載要領」添付資料） 
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書 類 名 様式／発行 部数等 備  考 
⑥登録を証明する書類 

（更新中の場合は、手続き中で

あることが確認できる書類を

添付してください） 

各登録官署 
1 部 

(コピー可) 

(1) 測量業者：測量法第 55 条による登録 

(2) 建築士事務所：建築士法第 23条による登録 

(3) 不動産鑑定業者：不動産の鑑定評価に関する法律第 22 条による登録 

(4) 土地家屋調査士：土地家屋調査士法第 8条による登録 

(5) 司法書士：司法書士法第 8条による登録 

(6) 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ：建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ登録規程第 2条による登録 

(7) 地質調査業者：地質調査業者登録規程第 2 条による登録 

(8) 補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ：補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ登録規定第 2条による登録 

※ (6)～(8)は、国土交通省に備える登録簿に登録されている場合は提出

してください。 

（「標準様式記載要領」添付資料） 

⑦印鑑（登録）証明書 

（申請日以前３ヶ月以内の 

証明日のものに限ります） 

(1)所轄法務局 

(2)市町村 

１部 

(コピー可) 

(1)法人：所轄法務局の発行する印鑑証明書 

(2)個人：市町村長の発行する印鑑（登録）証明書 

（追加項目等一覧②３） 

⑧使用印鑑届（本店登録用） 第Ｂ－３号 １部 

本店で登録申請する場合に使用してください。 

（追加項目等一覧①２） 

※電子申請の場合は、押印した原本をスキャンし PDF ファイルで添付

してくだい。 

⑨委任状兼使用印鑑届 

（委任先がある場合のみ使用

してください） 

第Ｂ－４号 
委任する支店

等ごとに提出 

委任状部分：委任者欄の押印は印鑑証明のある印鑑（実印）を押

印してください。 

使用印鑑部分：入札、契約等の際に受任者が使用する印鑑を使用

印欄に押印してください。 

（追加項目等一覧①３） 

※電子申請の場合は、押印した原本をスキャンし PDF ファイルで添付

してください。 

⑩ＩＳＯ14001 認証書(写) 

ＩＳＯ9000s 認証書(写) 
各認証機関 

1 部 

(コピー可) 

ＩＳＯ14001 又はＩＳＯ9000s を認証取得している場合は認証書

及び附属書を添付してください。（認証取得していない場合は不要

です。） （追加項目等一覧②４） 

注：上表の「部数等」の項目に「コピー可」と表記している書類は、当該提出書類原本の写しをもって提出していただくこと

が可能です。ただし、写しにより内容が不鮮明な書類等で書類の内容が確認できないものは、受け付けることができませんの

でご注意ください。 

注：登記事項証明書で資本金が確認できない法人にあっては、資本金が確認できる直近１年分の財務諸表の写しを添付してく

ださい。 

 

登録にあたり必要となる資格（測量・建設コンサルタント等） 

次の部門を希望する者は、それぞれ測量法第５５条、建築士法第２３条、不動産の鑑定評価に関する法律第２２

条、土地家屋調査士法第８条、司法書士法第８条による登録が必要であり、申請の際に次の証明書等が必要となり

ます（前記に係る登録を受けていない者は、当該業務の申請を希望することはできません。）。 

業  種 部門名称 必要な証明書 

５１０ 測量 ０１０ 測量一般 測量業者登録証明書又は登録の通知 

０２０ 地図の調整 

０３０ 航空測量 

５２０ 建築関係 

コンサルタント 

０１０ 建築一般 建築士事務所登録証明書又は登録の通知 

０２０ 意匠 

０３０ 構造 

０７０ 建築積算 

５６０ その他 ０１０ 不動産鑑定 不動産鑑定業者であることを証する書面 

０２０ 不動産登記手続 土地家屋調査士であることを証する書面 

司法書士であることを証する書面 

※不動産登記手続にあっては、土地家屋調査士であることを証する書面又は司法書士であることを証する書面の

いずれかが必要となります。 

※登録が更新されましたら、速やかに証明書等を（公財）三重県建設技術センターへ提出してください。 
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希望業種コード表 

（建設工事） 

コード 業 種 略称 コード 業 種 略称 コード 業 種 略称 

０１０ 土木一式工事 
土 

１１０ 鋼構造物工事 
鋼 

２２０ 電気通信工事 通 

０１１ ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ １１１ 鋼橋上部工 ２３０ 造園工事 園 

０２０ 建築一式工事 建 １２０ 鉄筋工事 筋 ２４０ さく井工事 井 

０３０ 大工工事 大 １３０ 舗装工事 舗 ２５０ 建具工事 具 

０４０ 左官工事 左 １４０ しゅんせつ工事 しゅ ２６０ 水道施設工事 水 

０５０ 
とび・土工・ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 と 
１５０ 板金工事 板 ２７０ 消防施設工事 消 

０５１ 法面処理 １６０ ガラス工事 ガ ２８０ 清掃施設工事 清 

０６０ 石工事 石 １７０ 塗装工事 塗 ２９０ 解体工事 解 

０７０ 屋根工事 屋 １８０ 防水工事 防    

０８０ 電気工事 電 １９０ 内装仕上工事 内    

０９０ 管工事 管 ２００ 機械器具設置工事 機    

１００ 
ﾀｲﾙ・れんが・ 

ﾌﾞﾛｯｸ工事 
タ ２１０ 熱絶縁工事 絶 

   

 

（測量・建設コンサルタント等） 

業種 

コード 

 

業  種 
部門 

コード 
部門名称 

部門 

コード 
部門名称 

５１０ 測量 ０１０ 

０３０ 

測量一般 

航空測量 

０２０ 地図の調整 

５２０ 建築関係 

コンサルタン

ト 

０１０ 

０３０ 

０５０ 

０７０ 

０９０ 

建築一般 

構造 

衛生 

建築積算 

電気設備積算 

０２０ 

０４０ 

０６０ 

０８０ 

１００ 

意匠 

暖冷房 

電気 

機械設備積算 

調査 

５３０ 土木関係 

コンサルタン

ト 

０１０ 

０３０ 

０５０ 

０７０ 

０９０ 

１１０ 

１３０ 

１５０ 

１７０ 

１９０ 

２１０ 

土質及び基礎 

河川、砂防及び海岸・海洋 

道路 

施工計画、設備および積算 

地質 

港湾及び空港 

上水道及び工業用水道 

農業土木 

都市計画及び地方計画 

建設環境 

水産土木 

０２０ 

０４０ 

０６０ 

０８０ 

１００ 

１２０ 

１４０ 

１６０ 

１８０ 

２００ 

鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ 

電力土木 

トンネル 

機械 

造園 

鉄道 

下水道 

森林土木 

廃棄物 

電気電子 

５４０ 地質調査 ０１０ 地質調査   

５５０ 補償関係 

コンサルタン

ト 

０１０ 

０３０ 

０５０ 

０７０ 

土地調査 

物件 

営業補償・特殊補償 

補償関連 

０２０ 

０４０ 

０６０ 

土地評価 

機械工作物 

事業損失 

５６０ その他 ０１０ 

０３０ 

不動産鑑定 

その他（環境調査等） 

０２０ 不動産登記手続 

 

注：「業種コード５６０その他 部門コード０３０その他（環境調査等）」は三重県及び四日市港管理組合には登録

できません。 
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共同受付参加団体個別の必要添付書類（建設工事）  

下記団体に登録する場合は、必要書類を各団体（Ｐ１６）へ送付又は持参してください。 

登録申請先 書 類 名 様式／発行 備  考 

四日市市 使用印鑑届（本店登録用） 第Ａ－３号 四日市市内に本店を有する方で、四日市市に登

録を希望する場合に提出してください。 

四日市市 技術職員名簿 個別様式 四日市市内に本店を有する方で、四日市市に登

録を希望する場合に提出してください。 

伊勢市 伊勢市所在の事業所の配置職員名

簿 

個別様式 準市内認定を有する方は提出してください。 

（その他添付書類あり） 

伊勢市 技術職員等名簿 個別様式 伊勢市内に本店を有する方又は準市内認定を

有する方は提出してください。 

（その他添付書類あり） 

松阪市 有資格技術職員調書 個別様式 様式は松阪市ホームページをご確認ください。 

松阪市 技術職員等名簿 個別様式 様式は松阪市ホームページをご確認ください。 

松阪市内に本店を有する方は下記書類も追加

で提出してください。 

（経審申請時に添付する技術職員名簿（別紙

二）の写し） 

（建設業許可申請時に添付する専任技術者一

覧表（別紙四）または専任技術者証明書（様式

第八号）の写し（直近のもの）） 

松阪市 組織図、案内図及び写真 

公共料金納付状況報告書 

個別様式 準市内業者での登録を希望する方は提出して

ください。 

様式は松阪市ホームページをご確認ください。 

松阪市 特別点数申請書 個別様式 松阪市内に本店を有する方で特別点数の申請

をする方は提出してください。 

（添付書類あり） 

名張市 営業所専任技術者報告書 個別様式 名張市内に本店を有する方で、名張市に登録を

希望する場合に提出してください。 

（添付書類あり） 

名張市 準市内業者登録申請書類 個別様式 名張市内に置く支店で登録を希望する者 

志摩市 技術職員名簿 個別様式 様式は志摩市ホームページをご確認ください。       

志摩市内に本店を有する方で、志摩市に登録を

希望する方のみ提出してください。 

志摩市 営業所の専任技術者調書（写）（専

任技術者証明書（新規・更新）） 

建設業許可申請書

に添付したもの 

志摩市内に本店を有する方で、志摩市に登録を

希望する方のみ提出してください。 

伊賀市 技術者登録名簿 個別様式 様式は伊賀市ホームページをご確認下さい。 

伊賀市内に本店、支店、営業所等を有する者の

み提出してください。 

伊賀市 準市内業者登録申請書類 個別様式 様式は伊賀市ホームページをご確認下さい。 

伊賀市内に支店、営業所等を有する者のみ提出

してください。 
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登録申請先 書 類 名 様式／発行 備  考 

菰野町 技術職員名簿 個別様式 菰野町に本店又は支店等を有する方で、菰

野町に登録を希望する場合に提出してく

ださい。 

様式は菰野町ホームページをご確認くだ

さい。 

紀宝町 工事・測量等経歴書 個別様式 建設業許可申請で用いる工事経歴書でも可 

紀宝町 技術者経歴書 個別様式  

※ 各必要添付書類の提出・記入方法等については、必ず各団体のホームページ等で確認してください。指

示通りに提出されない場合は、各団体において登録されない場合があります。 

共同受付参加団体個別の必要添付書類（測量・建設コンサルタント等） 

下記団体に登録する場合は、必要書類を各団体（Ｐ１６）へ送付又は持参してください。 

登録申請先 書 類 名 様式／発行 備考 

四日市市 使用印鑑届（本店登録用） 第Ｂ－３号 四日市市内に本店を有する方で、四日市市に登

録を希望する場合に提出して下さい。 

四日市市 技術職員名簿 個別様式 四日市市内に本店を有する方で、四日市市に登

録を希望する場合に提出して下さい。 

四日市市 登録を証明する書類 

（登録申請・更新中の場合は、手続き中

であることが確認できる書類を添付し

てください） 

各登録官署 四日市市内に本店を有する方で、四日市市に登

録を希望する場合に提出して下さい。 

伊勢市 事業所確認書 個別様式 

伊勢市内に主たる事業所を置く個人事業主の方

（測量業者登録証明書又は建築士事務所登録証

明書が必要な部門で登録する場合は除く）又は

伊勢市内に置く支店を契約権限の委任先として

登録を希望する方は提出してください。 

（その他添付書類あり） 

伊勢市 
伊勢市所在の事業所の配置職員

名簿 
個別様式 

伊勢市内に置く支店を契約権限の委任先として

登録を希望する方は提出してください。 

（その他添付書類あり） 

松阪市 有資格技術職員調書 個別様式 様式は松阪市ホームページをご確認ください。 

松阪市 技術職員名簿 個別様式 様式は松阪市ホームページをご確認ください。 

松阪市 
組織図、案内図及び写真 

公共料金納付状況報告書 
個別様式 

準市内業者での登録を希望する方は提出してく

ださい。 

様式は松阪市ホームページをご確認ください。 

名張市 準市内業者登録申請書類 個別様式 名張市内に置く支店で登録を希望する者 

伊賀市 技術者登録名簿 個別様式 様式は伊賀市ホームページをご確認下さい。 

伊賀市内に本店、支店、営業所等を有する者のみ

提出してください。 

伊賀市 準市内業者登録申請書類 個別様式 様式は伊賀市ホームページをご確認下さい。 

伊賀市内に支店、営業所等を有する者のみ提出

してください。 

紀宝町 工事・測量等経歴書 個別様式  

紀宝町 技術者経歴書 個別様式  

※ 各必要添付書類の提出・記入方法等については、必ず各団体のホームページ等で確認してください。指

示通りに提出されない場合は、各団体において登録されない場合があります。 
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共同受付に係る情報提供について 

 共同受付に係る各種要領や各種様式、記載例等の情報提供については、下記ホームページにて行いますの

で利用してください。 

「建設業のための広場」 https://www.pref.mie.lg.jp/KENGYO/HP/index.shtm 

 

共同受付参加団体一覧表  

共同受付参加団体

名 

担当課(室)名 連絡先 住  所 

三重県 建設業課 059-224-2723 〒514-8570 津市広明町 13 

津市 調達契約課 059-229-3122 〒514-8611 津市西丸之内 23-1 

四日市市 調達契約課 059-354-8125 〒510-8601 四日市市諏訪町 1-5 

伊勢市 契約課 0596-21-5525 〒516-8601 伊勢市岩渕 1-7-29  

松阪市 契約監理課 0598-53-4347 〒515-8515 松阪市殿町 1340-1 

桑名市 契約監理課 0594-24-1409 〒511-8601 桑名市中央町 2-37 

鈴鹿市 技術監理契約課 059-382-9039 〒513-8701 鈴鹿市神戸 1-18-18 

名張市 契約検査室 0595-63-7335 〒518-0492 名張市鴻之台 1-1 

尾鷲市 財政課 0597-23-8142 〒519-3696 尾鷲市中央町 10-43 

亀山市 財務課 0595-84-5025 〒519-0195 亀山市本丸町 577 

鳥羽市 総務課 0599-25-1122 〒517-0011 鳥羽市鳥羽 3-1-1 

いなべ市 契約監理課 0594-86-7790 〒511-0498 いなべ市北勢町阿下喜 31 

志摩市 財政課 0599-44-0209 〒517-0592 志摩市阿児町鵜方 3098-22 

伊賀市 契約監理課 0595-22-9810 〒518-8501 伊賀市四十九町 3184 

木曽岬町 総務政策課 0567-68-6100 〒498-8503 桑名郡木曽岬町大字西対海地 251 

東員町 総務課 0594-86-2800 〒511-0295 員弁郡東員町大字山田 1600 

菰野町 財務課 059-391-1109 〒510-1292 三重郡菰野町大字潤田 1250 

朝日町 総務課 059-377-5651 〒510-8522 三重郡朝日町大字小向 893 

川越町 総務課 059-366-7113 〒510-8588 三重郡川越町大字豊田一色 280 

多気町 総務課 0598-38-1111 〒519-2181 多気郡多気町相可 1600 

明和町 総務課 0596-52-7111 〒515-0332 多気郡明和町大字馬之上 945 

大台町 総務課 0598-82-3781 〒519-2404 多気郡大台町佐原 750 

玉城町 総務防災課 0596-58-8200 〒519-0495 度会郡玉城町田丸 114-2 

度会町 総務課 0596-62-1111 〒516-2195 度会郡度会町棚橋 1215-1 

大紀町 総務企画課 0598-86-2212 〒519-2703 度会郡大紀町滝原 1610-1 

南伊勢町 管財契約課 0599-66-1182 〒516-0194 度会郡南伊勢町五ｹ所浦 3057 

紀北町 財政課 0597-46-3112 〒519-3292 北牟婁郡紀北町東長島 769-1 

御浜町 総務課 05979-3-0505 〒519-5292 南牟婁郡御浜町阿田和 6120-1 

紀宝町 総務課 0735-33-0333 〒519-5701 南牟婁郡紀宝町鵜殿 324 

四日市港管理組合 総務課 059-366-7009 〒510-0011 四日市市霞 2-1-1 

※個別に手続きが必要な団体：熊野市 


